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（１）　三郷駅前地区第一種市街地再開発事業における名鉄関連事業である自

由通路と橋上駅舎について 

政府による『自由通路の整備及び管理に関する要綱（費用負担ルール

の策定について）』（平成 22 年２月（2010 年２月））によると、 

「第５条、費用負担 

都市基盤事業者が整備、管理する自由通路について、鉄道事業者に受

益が生じる場合は、自由通路の整備、管理に要する費用の一部を鉄道事

業者は負担するものとする。」とある。 

ところが、『三郷駅前地区市街地再開発事業における事業計画変更案

の概要』によると、名鉄関連・自由通路等の事業費は、国 22 億円、市

23 億円となっており、鉄道事業者が負担するとはなっていない。鉄道事

業者に受益が生じないということだろうか。 

国のこの要綱ができたのは経過・理由がある。かつて、全国の駅前再

開発で都市基盤事業者と鉄道事業者の間に、費用負担の割合を決めるル

ールがなかったため、都市基盤事業者が過度に費用負担していた。 

たしかに自由通路は都市計画道路と同じなので都市基盤事業者が全

額負担する。駅舎はどうか。都市計画上の必要性から駅舎が移動するの

で、原因者負担の原則、機能補償という考えから、真新しい駅舎と設備

が全額公金で賄われていた。しかし、駅舎は鉄道事業者の営業用の財産

であり、真新しい駅舎と設備をただで入手するという、大きな利益を享

受することになる。そういう中で、全国市長会では費用負担の見直しが

研究され、『まちづくりと一体となった都市交通施策に関する提言』(平

成 19 年６月（2007 年６月）)を発表した。
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提言は次のように述べている。 

「駅前広場・自由通路・駅舎等の交通結節点の整備に際し、鉄道事業

者の受益が生じる場合があるが、都市側からの発意等を理由に鉄道側が

都市側に過度な負担を求める事例がある。このような鉄道側の姿勢に対

し、地方公共団体毎の異なる対応では、情報量等に勝る鉄道側の一方的

な考え方による調整が行われるという状況があるため、各地方公共団体

が足並みを揃え、駅前広場等交通結節点の果たす役割と整備に伴う受益

の整理を踏まえつつ、各事業者の受益に相応しい費用負担等のルール化

が必要である。」 

これが先の要綱に結実したものだ。本市はこの要綱に即して鉄道事業

者と対応するのが当然である。 

　　　ア　尾張旭駅の自由通路と橋上駅舎の費用負担割合について 

　　　　　本市で自由通路と橋上駅舎の整備と言えば尾張旭駅があるが､1994

年に整備されており、要綱のできる 16 年も前である。通路と駅舎そ

れぞれの費用負担割合はどうだったのか。 

　　　イ　鉄道事業者の負担の考え方について 

　　　　　現在、三郷駅については、鉄道事業者の負担をどのように考えてい

るのか。 

　　　ウ　鉄道事業者との交渉について 

　　　　　現在、三郷駅の自由通路と橋上駅舎の進捗状況はどうなっているの

か。 

　　　エ　要綱に基づく費用負担の設定について 

　　　　　鉄道事業者の費用負担について、要綱で様々なケースを挙げている

が、鉄道事業者の受益に応じた費用負担割合は今後設定されるのか。
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（２）　三郷駅周辺再開発における駐輪場の検討状況について 

日本共産党尾張旭市議団は、第９駐輪場が廃止された４月の末から５

月上旬にかけて、駐輪場利用者に約 150 枚のアンケートを配布し、39 件

の回答を得た。第９駐輪場廃止の影響と、改善要望などを把握するため

である。アンケート内容は市当局が３年前に実施した駐輪場利用者への

アンケート調査と同じ質問・回答選択肢を使い、推移を見た。 

　　　ア　400 台整備する有料駐輪場の整備検討状況について 

　　　　　駐輪場の運営手法は直営か、指定管理者なのか、民間か。 

名鉄協商への営業補償はあるのか。 

　　　イ　利用料金について 

　　　　　現在、無料駐輪場を利用している人の３から４割が「料金次第」と

アンケートで答えている。名鉄協商は現在、月額自転車 1,900 円、バ

イク 3,200 円。ーつの指標と考えるが、利用料金はどのように考えて

いるのか。 

　　　ウ　無料駐輪場の混雑対策について 

　　　　　第９駐輪場が廃止され、遠くて利用率の低い第７駐輪場を除いて利

用率を見ると８割を超え、第８は収納台数超過の日もある。「停めら

れない」「通路が狭い」等の声になって表れている。具体的に混雑緩

和の対策はどうするのか。 

　　　エ　無料駐輪場の維持管理について 

　　　　　市としては、利用者が何をどう改善してほしいと思っているか。改

善要望について、それぞれ対応する方針をどうするのか、問われてい

る。 

　　　　　例えば、借地の駐輪場については舗装しないということだが、では

どのように「舗装してほしい」の声に応えるのか。現状の雑草対策な

どの改善策が取れないか、対策について伺う。
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　　　オ　開発事業終了後の無料駐輪場について 

　　　　　２３年１２月議会の答弁では、「開発事業が終了するまでは現状の

形態を維持し、再開発事業後は利用状況を確認し、位置や規模につい

て必要な見直し、再編をする」という答弁だった。無料駐輪場の利用

希望者はアンケート回答の約半数。開発事業終了後も引き続き無料駐

輪場は維持するべきではないか。 

　　　カ　第７駐輪場について 

　　　　　第７駐輪場は第９駐輪場が廃止された段階でも利用率は低い。ここ

は市の所有地である。もっと近い場所への移転をするか、駅周辺に新

しく無料駐輪場を増設することを検討するべきではないか。


